
月額掛金は　 1,000円～　  30,000円まで損金または必要経費に
算入できます（法人税法施行令第135条・所得税法施行令第64条）

従 業 員の 退 職 金 準 備 のために

特定退職金共済制度
〈 新 企 業 年 金 保 険 〉

※記載の税務取扱は平成30年2月現在の税制に基づくものです。
　今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。

※特定退職金共済制度導入にあたり、退職金規程等の作成をご検討の場合は、福岡商工会議所２階経営相談窓口の専門家にご相談いただけます。
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◎加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。
◎掛金は全額事業主負担となります。
◎ご加入にあたっては、所定のパンフレットを必ずご覧下さい。
※この資料は、平成30年2月現在の制度内容に基づき記載しており、将来、変更となる場合があります。

特定退職金共済制度の資料請求 福岡商工会議所 会員組織・共済グループ FAX.092-441-2810

ご記入いただく個人情報は、当所と提携する委託保険会社の担当者が共済制度のご案内をお届けする目的にのみ利用させていただきます。

事業所名 ご担当 TEL ー ー

委
託
保
険
会
社

（
平
成
30
年
２
月
現
在
）

担当者名（順不同）

大同生命保険株式会社
住友生命保険相互会社
第一生命保険株式会社

アクサ生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
ジブラルタ生命保険株式会社
（旧AIGエジソン生命保険株式会社）

（80.30％）
（3.20％）
（0.80％）

（12.50％）
（3.10％）
（0.10％）

委託保険会社および委託割合

月額掛金30,000円（30口）で30年加入の場合

基本退職一時金額

万円1,130約
※特定退職金共済制度規約に基づく金額です

が、経済変動や委託保険会社・委託割合の変
更等により将来変更されることがあります。

●受取人は加入従業員です。
　事業主にはいかなる場合であって

もお支払いできません。
（所得税法施行令 第73条第１項第４号）

将来必要な従業員の退職金を月々の掛金払込により、計画的に準備、
1,000円単位で掛金を設定いただけます

6 新規加入事業所に限り、過去勤務通算の取扱いができます
7 公共工事入札（建設業関係）に係る経営事項審査の加点評価対象となります
8 簡単な手続きでご加入いただけます
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退職一時金は退職所得控除の対象となります
（所得税法第31条 同法施行令第72条・第76条・第183条）

3

パート従業員もご加入いただけます4

国の制度（中小企業退職金共済）との重複加入も認められます
（ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません）

5

メリット



60歳以降

従業員の老後資金は従業員の老後資金は ？？福商確定拠出年金（DC）プランで準備しませんか福商確定拠出年金（DC）プランで準備しませんか

加　入
掛 金

掛 金
掛 金

掛 金

運　用

年
金
資
産

60歳以降の資格喪失時から70歳前までに裁定請求
（60歳以降の資格喪失まで途中引出しはできません。）

※平成30年2月時点の税制に基づくもので、今後取扱が変わる可能性があります。

退職金制度を
見直したい

DCを持つ
中途採用者への
対応は…

厚生年金基金の
代替制度は…

福利厚生の
充実を図りたい

福岡県下の中小企業様向けの総合型確定拠出年金制度を
福岡商工会議所とりそな銀行が共同開発したプランです。

事業所が毎月払い込む掛金（加入者が上乗せ拠出する
ことも可）を加入者である社員の皆様が自己責任で運
用し、その運用収益（損失）の合計額を60歳以降（老後）
に年金または一時金として受け取ることができます。

◆掛金拠出から給付まで（イメージ）

制度内容

福商確定拠出年金（DC）プランは様々な企業ニーズにお応えできます！！

福岡県下に主たる事務
所を有する企業（厚生
年金適用事務所）で、従
業員数（加入者数）15
名以上の企業です。

加入資格
「コスト負担・導入負担・運営負担」
を軽減し、「企業価値・従業員モチ
ベーション」の向上に寄与します。

導入効果

コスト負担
・

導入負担
・

運営負担

企業価値
向上
・

モチベー
ション

福岡県下の導
入企業拡大中

!!各種事務代行 資産管理機関
運営管理機関

福岡商工会議所

TAX【優遇税制】

TAX【優遇税制】

給　付
（裁定請求）

TAX【運用益は非課税】

TAX【課税対象外】
企業型の掛金は全額損金、
個人の掛金は全額所得控除になります。

掛金拠出（会社）

離転職
（ポータビリティ）

障害・死亡

将来の年金資産
（ 掛金 ＋ 運用損益 ）

掛 金

運用損益

資 産 運 用

◎ご加入にあたっては、りそな銀行および当所担当者から詳細な説明をお聞き下さい。
福商確定拠出年金(DC)プラン資料請求 福岡商工会議所 会員組織・共済グループ FAX.092-441-2810

ご記入いただく個人情報は、当所とりそな銀行の担当者が制度のご案内を
お届けする目的にのみ利用させていただきます。

事業所名

住　　所

ご担当 TEL ー ー

担当者名

・会社が拠出した掛金は非課税（損金算入）
・本人が拠出した掛金も非課税（所得控除）
（所得税や住民税が下がる）

・運用によって生じた収益は
非課税（利息、配当、分配金、
売却益等すべて）

・年金受取は公的年金等控除の対象
・一時金受取は退職所得控除の対象

掛金の積立時点 掛金の運用時点 年金・一時金の受取時点３
つ
の
局
面
で
の

税
制
メ
リ
ッ
ト


